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人・自然・伝統  与謝野で織りなす 新たな未来

各イベント等への参加は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。状況により内容が
変更・中止となる場合がありますので、詳しくは問い合わせ先までご確認をお願いします。

　

令
和
５
年
与
謝
野

町
二
十
歳
の
成
人

式
は
、
従
来
ど
お
り

20
歳
の
方
を
対
象
に

開
催
し
ま
す
。
ま
た
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
予

防
の
た
め
、
対
象
者

を
地
域
ご
と
に
２
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
開
催

す
る
予
定
で
す
。
な
お
、
国
内
情
勢
に
変
化

が
あ
っ
た
場
合
は
、
開
催
方
法
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
１
月
８
日
（
日
）

野
田
川
衛
生
プ
ラ
ン
ト

☎
４
２・
２
２
４
２

与
謝
野
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
に
は
、
３
ヵ
月
ご
と
に
病
院
・
薬
局

等
に
か
か
っ
た
医
療
費
の
額
を
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
（
医
療
費
通
知
）」
と
し
て
世
帯

主
様
宛
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
確
定
申

告
時
の
医
療
費
控
除
の
明
細
書
と
し
て
使
用

で
き
ま
す
。
ハ
ガ
キ
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求
が
遅
れ

て
い
る
場
合
な
ど
、
医
療
費
通
知
に
記
載
の

な
い
医
療
費
が
あ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
医

療
機
関
等
の
領
収
書
も
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

12
月
に
送
付
す
る
医
療
費
の
お
知
ら
せ
（
医

療
費
通
知
）
に
は
、
10
〜
12
月
診
療
分
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
３
月
発
送
予
定
の
た

め
確
定
申
告
期
間
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
医
療
費
控
除
等
に
使
用
す

る
場
合
は
、
領
収
書
等
に
て
「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療

費
の
領
収
書
等
は
、
確
定
申
告
期
限
か
ら
５

年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
高
額
療
養
費
で
返
金
が
あ
っ
た
場
合
は
、

医
療
費
か
ら
引
い
て
医
療
費
控
除
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い

保
健
課
☎
４
３
・
９
０
２
２

　

平
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
が
難
し
い
方
は
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
暗
証
番
号
の
再
設
定
・
電
子
証
明
書
の

更
新
等
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
12
月
11
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
１
時

予
約
締
め
切
り
…
12
月
８
日
（
木
）

▼
12
月
25
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
１
時

予
約
締
め
切
り
…
12
月
22
日
（
木
）

　

各
庁
舎
住
民
係

　

毎
週
水
曜
日
の
午
後
６
時
半
ま
で　

　

前
の
週
の
金
曜
日

　

野
田
川
庁
舎

　

住
民
環
境
課
☎
４
３
・
９
０
３
０

　

毎
年
、
年
末
に
は
、
し
尿
収
集
の
申
し
込

み
が
殺
到
し
ま
す
。
年
内
に
汲
み
取
り
を
希

望
す
る
場
合
は
、
12
月
９
日
（
金
）
ま
で
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
そ
れ
以
降
の
申
し
込

み
に
な
り
ま
す
と
年
内
の
対
応
を
し
か
ね
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
を
お

願
い
し
ま
す
。

12
月
29
日（
木
）〜
令
和
５
年
１
月
３
日（
火
）

　

野
田
川
わ
ー
く
ぱ
る

　

平
成
14
年
４
月
２
日
か
ら
15
年
４

月
１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
与
謝
野
町
在

住
者
ま
た
は
与
謝
野
町
出
身
の
転
出
者
な
ど

※
対
象
者
の
う
ち
、
住
民
票
等
の
あ
る
方

に
は
11
月
中
に
町
内
の
実
家
へ
案
内
状
を
発

送
し
て
い
ま
す
。
11
月
中
に
案
内
状
が
届
い

て
い
な
い
方
、
一
家
で
転
出
等
を
し
て
い
る

方
で
出
席
を
希
望
す
る
方
は
、
お
手
数
で
す

が
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

　

午
後
１
時
〜

　

午
後
１
時
半
〜
１
時
50
分

　

午
後
１
時
50
分
〜
２
時
20
分

　

午
後
３
時
〜

　

午
後
３
時
半
〜
３
時
50
分

　

午
後
３
時
50
分
〜
４
時
20
分

社
会
教
育
課
☎
４
３
・
９
０
２
６

　

青
少
年
育
成
会
で
は
、
次
の
と
お
り
「
与

謝
野
町
子
ど
も
発
表
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

12
月
４
日
（
日
）
午
後
２
時
〜
３
時
半

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
知
遊
館

　

町
内
の
小
中
高
校
生
（
10
人
）
が
、

体
験
や
夢
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
発
表

　

入
場
無
料
。
入
場
制
限
な
し
。
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
知
遊
館
、
中
央
公
民
館
、
加
悦

地
域
公
民
館
に
あ
り
ま
す
。

社
会
教
育
課
☎
４
３
・
９
０
２
６
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「
家
屋
」
に
係
る
固
定
資
産
税
は
、
毎
年

１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
新
築
ま
た

は
増
築
さ
れ
た
家
屋
に
対
し
て
、
建
築
し
た

翌
年
度
か
ら
課
税
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
同

期
間
に
取
り
壊
し
を
し
た
場
合
は
翌
年
度
か

ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

本
年
中
に
、
家
屋
の
新
築
、
増
築
ま
た
は

取
り
壊
し
を
し
た
方
、
ま
た
は
12
月
末
日
ま

で
に
す
る
予
定
の
あ
る
方
は
、
税
務
課
ま
で

ご
連
絡
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

新
築
ま
た
は
増
築
の
場
合
は
、
家
屋
評
価
の

現
地
調
査
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

住
宅
や
店
舗
、
作
業
場
、
事
務
所
、
車
庫
な

ど（
プ
レ
ハ
ブ
を
含
む
）の
建
物
を
い
い
ま
す
。

　

税
務
課 

☎
４
３
・
９
０
２
０

　

町
内
に
空
き
家
を
お
持
ち
で
、
売
却
ま
た

は
賃
貸
し
た
い
と
お
考
え
の
方
は
「
与
謝
野

町
空
き
家
バ
ン
ク
」
に
登
録
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
場
合
、

所
定
の
要
件
を
満
た
す
物
件
の
所
有
者
に
対

し
て
１
物
件
に
つ
き
５
万
円
の
登
録
奨
励
金

を
交
付
し
ま
す
。

　

観
光
交
流
課 

☎
４
３
・
９
０
１
６

　

地
域
の
民
俗
芸

能
継
承
事
業
、
地
域
の
民
俗

技
術
継
承
事
業

　

公
共
財
団
法
人
明
治
安
田
ク
オ
リ

テ
ィ
オ
ブ
ラ
イ
フ
文
化
財
団

　

令
和
５
年
１
月
６
日
（
金
）
ま
で
に
、

社
会
教
育
課
（
☎
４
３
・
９
０
２
６
）
へ
。

公
共
財
団
法
人
明
治
安
田
ク
オ
リ
テ
ィ

オ
ブ
ラ
イ
フ
文
化
財
団

☎
０
３
・
３
３
４
９
・
６
１
９
４

　

天
橋
立
を
守
る
会
で
は
、
次
の
と
お
り
迎

春
天
橋
立
一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す
。

　

12
月
11
日
（
日
）

午
前
８
時
半
〜
10
時

　

文
珠
（
小
天
橋
）
／
府
中
（
船
越
）

　

軍
手
、
熊
手

　

警
報
が
発
令
さ
れ
な
い
限
り
決
行

　

天
橋
立
を
守
る
会 

☎
２
２・
８
０
３
０

　

人
権
に
関
す
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
相

談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

　

12
月
７
日
（
水
）
午
後
１
時
〜
４
時

　

元
気
館

　

人
権
擁
護
委
員

住
民
環
境
課 

☎
４
３
・
９
０
３
０

　

近
畿
税
理
士
会
宮
津
支
部
で
は
、
税
務
相

談
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
無
料
。

　

12
月
14
日
（
水
） 

午
後
１
時
半
〜
４

時
半
（
受
け
付
け
…
午
後
４
時
ま
で
）

　

与
謝
野
町
商
工
会

　

一
般
納
税
者
で
税
理
士
ま
た
は
税

理
士
法
人
の
関
与
が
な
い
方

　

口
頭
に
よ
る
相
続
税
、
所
得
税
等
一

般
的
税
務
相
談
（
担
当
税
理
士
は
各
日
原
則

１
人
）

　

山
添
税
理
士
事
務
所

☎
４
２・
７
４
０
９

　

公
益
社
団
法
人
京
都
府
看
護
協
会
京
都
府

北
部
看
護
職
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
看
護
職

就
業
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
無
料
。

　
12
月
14
日
（
水
）
午
後
１
時
半
〜
３
時

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
津

　

京
都
府
北
部
看
護
職
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
４
６
・
９
０
０
２

　

毎
年
12
月
３
日
か
ら
９
日
ま
で
の
１
週
間

は
「
障
害
者
週
間
」
で
す
。
こ
の
障
害
者
週

間
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
町
内
に
お
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
実
施
し
ま
す
。

　

12
月
６
日
（
火
）
午
前
９
時
〜

　

加
悦
庁
舎
玄
関
ロ
ビ
ー

　

12
月
６
日
（
火
）
午
前
11
時
〜
午
後

１
時　

加
悦
庁
舎
玄
関
ロ
ビ
ー

　

12
月
１
日
（
木
）
〜
９
日
（
金
）

※ 

土
日
を
除
く

　

加
悦
庁
舎
玄
関
ロ
ビ
ー

　

12
月
１
日
（
木
）
〜
９
日
（
金
）

　

各
庁
舎
窓
口

※ 

土
日
は
野
田
川
庁
舎
の
み

　

福
祉
課 

☎
４
３
・
９
０
２
１

毒
物
や
劇
物
は
、
私
た
ち
の
身
近
な
場
所

で
農
薬
や
燃
料
な
ど
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
取
り
扱
い
を
間
違
え
る
と
中
毒
に
な

る
な
ど
、
十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

■ 

正
し
い
使
用
方
法
を
確
認
し
、
決
め
ら

れ
た
方
法
で
廃
棄
す
る
。

■ 

専
用
の

付
き
の
保
管
庫
に
入
れ
「
医

薬
用
外
毒
物
（
劇
物
）」
と
表
示
す
る
。

■ 

飲
食
物
の
容
器
に
移
し
替
え
な
い
。

■ 

常
に
在
庫
を
確
認
し
、
盗
難
・
紛
失
の

際
は
す
ぐ
に
警
察
に
届
け
出
る
。

■ 

飛
散
や
流
出
等
さ
せ
た
場
合
で
、
他
の

住
民
へ
の
危
害
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
は
、
す
ぐ
に
保
健
所
や
警
察
署
ま
た
は
消

防
機
関
に
届
け
出
る
。

　

丹
後
保
健
所

☎
０
７
７
２・
６
２・
１
３
６
１

助成者ホームページ



　

12
月
10
日
（
土
）
〜
16
日
（
金
）

　

こ
の
啓
発
週
間
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る

人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
と

と
も
に
、
国
際
社
会
と
連
携
し
な
が
ら
北
朝

鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
を
解
決
し
、

そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
機
会
に
国
民
的
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
拉
致
問
題
を
は
じ
め
、
北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対
す
る
関
心
と
認

識
を
深
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

住
民
環
境
課 

☎
４
３
・
９
０
３
０

麻薬・覚醒剤・大麻などの薬物乱用は周囲の人から
誘われて好奇心や興味本位で手を染めるケースが多
く見られます。「やせられる」「気分が良くなる」
などの甘い誘い文句や、覚醒剤を「エス」「スピー
ド」などと呼んで薬物とはわからないように誘われ
ることもあります。薬物乱用に対する理解を深め、
絶対に手を出さないという自覚が大切です。
　丹後保健所 ☎0772-62-1361

与謝野町では、燃料費および電気料金の高騰により、事業経営に影響を及ぼし
ている中小企業者等を対象に、事業継続を支援するため補助金を交付します。
また、11月８日から補助率を10分の６へ、補助上限額を中小企業者は40万
円、小規模企業者は20万円にそれぞれ変更しています。なお、すでに申請が
あった企業者の方には、個別に案内を送付しています。

支払総額の10分の６以内
（ 従前は10分の３以内）

▶ 
（従前は20万円）

万円

▶ 
（従前は10万円）

万円

町内の中小企業、小規模企業者、特定非営利活動法人、
社会福祉法人等　※ 農業者は対象外
令和４年４月１日～12月31日の間に支払った事業用の経費
（燃料費、電気料金）の合計額
令和５年２月15日（水）までに、各庁舎窓口また
は町ホームページにある申請書類に必要事項を記
入して商工振興課（☎43-9012）へ。 町ホームページ

あなたやあなたの大切な人も含め、誰もがある日突然犯罪に遭い、犯罪被害者となる可能性があります。身近に犯
罪の被害に遭われた方がいたら、まずは自分から勇気を出して寄り添い、皆で支える社会をつくっていきましょ
う。　 　宮津警察署 ☎25-0110

お子さんの夜間の急な病気(発熱・下痢・
ひきつけ等)に困ったら医療機関の小児
科担当看護師または小児科医師が電話相
談に応じます。
■ 時間
19時～23時（ただし土曜日は15時～23時）
■ 電話番号　
プッシュホン回線 /携帯電話：#8000
ダイヤル回線：075-661-5596

　内科（受付時間）：午前８時 45分～ 11時 45分、午後１時 45分～４時 45分
　外科（診察時間）：午前９時～正午、午後２時～５時

12/４（日）須川医院（下山田）　☎ 44-3070

宮津市休日応急診療所
（宮津市）
☎ 46-6230

12/11（日）中川医院（宮津市）　☎ 22-7565

12/18（日）鳥居クリニック（字三河内）　☎ 44-1730

12/25（日）いとうクリニック（字男山）　☎ 46-3553

12/30（金）宮津武田病院（宮津市）　☎ 22-2157

12/31（土）北部医療センター（字男山）　☎ 46-3371
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広報よさのお知らせ版
除雪作業は冬の期間の交通を確保する重要な事業です。与謝野町では
幹線道路や通学路などをあらかじめ「除雪路線」として定め、各地区
の に除雪作業を行います。スムーズ
な除雪作業を行うため次の７つのことにご協力をお願いします。

■

■
建設課 ☎43-9014
丹後土木事務所施設保全課 ☎22-3245

　

路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の
妨
げ
に
な

り
ま
す
の
で
、
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。
１
台
の
路
上
駐
車
が
あ
る
と
、

そ
の
路
線
の
除
雪
作
業
が
で
き
な
い
、

除
雪
作
業
全
体
の
遅
れ
が
発
生
す
る
な

ど
地
域
全
体
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
降
雪
時
に
路
上
駐
車
が
あ
る

と
緊
急
車
両
の
通
行
に
も
支
障
が
生
じ

ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
の
安
全
と
利
便

の
た
め
に
、
地
域
で
「
路
上
駐
車
を
し

な
い
」「
路
上
駐
車
を
さ
せ
な
い
」
の

徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

家
の
周
り
の
雪
や
屋
根
か
ら
降
ろ
し

た
雪
を
道
路
に
捨
て
る
と
、
交
通
の
妨

げ
や
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
の
で
、
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。
雪
を
捨
て
た
こ
と
が
原
因
で
事
故

が
発
生
し
た
場
合
は
、
雪
を
捨
て
た
方

に
事
故
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

道
路
沿
い
に
置
か
れ
て
い
る
植
木
鉢

や
プ
ラ
ン
タ
ー
、
ゴ
ミ
箱
等
は
、
除
雪

作
業
で
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ほ

か
、
除
雪
作
業
の
安
全
性
や
作
業
効
率

を
高
め
る
た
め
置
か
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
除
雪
車
は
雪
を
押

し
の
け
て
前
進
す
る
た
め
、
周
囲
に
は

押
し
の
け
ら
れ
た
雪
が
残
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

雪
の
重
み
に
よ
っ
て
道
路
内
に
枝
木

が
倒
れ
こ
み
、
車
両
の
通
行
や
除
雪
作

業
の
支
障
と
な
る
事
案
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
雪
に
よ
り
道
路
内
に
倒
れ
こ
む

お
そ
れ
の
あ
る
山
際
の
木
（
竹
）
や
庭

木
は
、
事
前
に
剪
定
・
伐
採
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

除
雪
路
線
以
外
の
道
路
や
自
宅
周
辺

の
除
雪
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
で
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
ご
み
集
積
場
な
ど
の

除
雪
は
、
利
用
す
る
方
々
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

雪
を
水
路
や
側
溝
に
捨
て
た
こ
と
が

原
因
で
、
近
隣
家
屋
の
浸
水
被
害
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
雪
を
水
路
に
捨
て
な

い
で
く
だ
さ
い
。

除
雪
車
に
は
運
転
席
か
ら
の
死
角
が

多
く
あ
り
大
変
危
険
で
す
。
昨
年
度
、

近
隣
市
町
に
お
い
て
、
除
雪
機
械
に
巻

き
込
ま
れ
る
死
亡
事
故
が
発
生
し
ま
し

た
。

皆さんのご理解とご協力を
お願いします

広
報よ
さ
の

 お
知
ら
せ
版
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12 日（月） 岩滝ふれあいセンター

13：00～15：00 予約不要。
日常の心配ごと、行政、人権に関する相談。秘密厳守。利用無料。19日（月） 社協野田川支所

26日（月） 商工会加悦支所

14日（水） 知遊館 13：20～16：40
。弁護士による相談。原則有料　※40分 5,500 円

詳しくは丹後法律相談センターへ。 ☎ 0772-68-3080
◎ 町の相談料補助制度があります。

１日（木） 峰山地域公民館 13：30～16：30 。登記・多重債務・後見人など。１人 30分。詳しくは京
都司法書士会へ。☎ 075-255-2566

10 日（土）
・岩滝保健センター
・役場野田川庁舎
・元気館

13：00～16：00
。弁護士による無料相談会。1 人 30 分。12 月 9 日（金）

までに丹後法律相談センターへ。 ☎ 0772-68-3080
※ 会場まで出向くことが困難な方のための電話相談もありま
す。電話相談の予約は京都弁護士会へ。 ☎ 075-231-2378

７日（水） 丹後広域振興局
（峰山総合庁舎）

9：00～11：30
13：00～16：00

。利用無料。損害賠償・示談・保険請求等専門の相談員が対応。
詳しくは振興局へ。☎0772-62-4301

２日（金） 役場野田川庁舎 13：00～16：00 。女性フェミニストカウンセラーによる相談。定員３人。
1 人 50 分程度。相談無料。住民環境課へ。 ☎ 43-9030

27 日（火） 法務局宮津支局 10：00～16：00 予約不要。人権に関する相談。秘密厳守。詳しくは法務局へ。
☎0772-22-2561

２日（金） 大宮織物ホール 12：30～15：00 。詳しくは丹後法律相談センターへ。☎ 0772-68-3080

平日 役場内相談室 予約 。司法書士による相談。
詳しくは商工振興課へ。☎ 43-9012

14 日（水）
21日（水） 旧かえでこども園 10：00～12：00 。臨床心理士による相談。詳しくは企業組合労協センター事業

団「ひととわ」へ。☎080-2507-9010

27 日（火） ひととわ峰山 13：00～15：30 。親の会。日ごろの悩みや気になることについて交流する場。
詳しくは同上「ひととわ」へ。☎080-2507-9010

毎週月・木
（祝日除く）

たんぽぽの家
（後野 811番地１）

月13：30～16：30
木10：00～16：30

。臨床心理士、元学校教員による相談。安心して過ごせる「居
場所」の開設。詳しくはたんぽぽの家へ。☎0772-21-4407

５日（月） 役場加悦庁舎 ９：00～12：00 。詳しくは福祉課へ。☎ 43-9021

13 日（火）
27日（火） 野田川わーくぱる 10：00～16：00 。実施日の前日までに（社）京都自立就労サポートセン

ターへ。☎ 0773-22-3840

26 日（月） 野田川わーくぱる 10：00～16：00 就職活動中の悩みや疑問についての相談。実施日の前
日までに、北京都ジョブパークへ。☎ 0773-22-3815

13 日（火）
27日（火） 野田川わーくぱる 10：00～16：00 。就労に向けての不安悩み相談。実施日の前日までに、

北京都ジョブパークへ。☎ 0773-22-3815

【京都弁護士会法律相談与謝野相談所について】有料で相談された場合は、町の法律相談料補助制度をご利用ください。相談日から
２週間以内に領収書の写しと印鑑をご持参の上、住民環境課へ申請してください。その他、詳しくは住民環境課（☎ 43-9030）へ。

※ 新型コロナウイルスの影響により、各種相談が中止になる場合があります。ご不明な場合は、来所いただく前に開設状況をご確認ください

対象の方には個別に案内をお送りします
１歳６か月児健診と３歳児健診は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内科と歯科の健診を分けて受けていただく流れ
になります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

※
※

12/ １（木） 令和４年７月９日生～８月５日生 元気館
13：30～

１/５（木） 令和４年８月６日生～９月５日生 岩滝保健センター

12/ ８（木） 令和４月１月 12日生～２月９日生 元気館
13：30～

１/12（木） 令和４月２月 10日生～３月 12日生 岩滝保健センター

12/14（水） 令和４年６月 17日生～７月 14日生 元気館
９：30～

１/18（水） 令和４年７月 15日生～８月 18日生 岩滝保健センター

12/15（木） 令和３年３月 15日生～４月 20日生 元気館 13：30～

12/ ５（月） 令和３年３月 18日生～５月 11日生 元気館 13：00～

12/13（火） 令和２年４月 11日生～６月 30日生 元気館 13：00～

12/22（木） 令和元年５月 16日生～６月 18日生 元気館 13：30～

12/ ９（金） 令和元年５月１日生～６月 30日生 元気館 13：00～

子育て応援課 ☎43-9024
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